
議案第３７号 

令和６年度板橋区立学校使用教科用図書の採択の概要について 

上記の議案を提出する。 

 令和５年４月１３日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一  

 

令和６年度板橋区立学校使用教科用図書の採択の概要について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号により、令

和６年度板橋区立学校使用教科用図書の採択について、下記のとおり提

案する。 

 

                 記 

 

１ 採択事項 

（１）令和６年度区立小学校使用教科用図書 

（２）特別支援学級使用教科用図書（一般図書） 

２ 採択期限 

   令和５年８月３１日 
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令和５年４月１３日 

板橋区教育委員会 

 

令和６年度 板橋区立学校使用教科用図書の採択の概要について（案） 

 

１ 板橋区教育委員会 

（１）任務 

   義務教育諸学校の教科用図書の採択は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法

律に基づき実施される。 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号により、教育委員会の職務権限の

一つとして、教科書の取扱いに関することを管理し及び執行することが定められていることに

基づき、板橋区立学校で使用する教科用図書を自らの責任と権限において、適正かつ公正に採

択する。 

（２）採択の方法 

  ア 板橋区教育委員会は東京都教育委員会の指導、助言又は援助により、種目（教科書の教科

ごとに分類された単位をいう。）ごとに１種の教科用図書を採択する。 

  イ 文部科学大臣が作成、送付する教科書目録に登載された教科用図書のうちから採択する。

ただし、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（一般図書）を除く。 

  ウ 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（一般図書）を除き、４年間は毎年度種目ご

とに同一の教科用図書を採択する。 

なお、小学校については、令和元年度に教科用図書の採択替えを実施し、４年間経過した

ため、今年度は採択替えの上、採択する。 

  エ 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（一般図書）は、毎年度、採択する。 

（３）採択の時期 

  ア 令和５年８月３１日までに採択する。 

  イ 令和５年９月１日以降において、採択した教科用図書の発行が行われなくなった場合等、

新たに教科用図書を採択する必要が生じた時は、速やかに教科用図書の採択替えを行う。 

（４）採択の年度 

年度 

 

(西暦) 

２９ 

 

(2017) 

３０ 

 

(2018) 

３１ 

【元】 

(2019) 

２ 

 

(2020) 

３ 

 

(2021) 

４ 

 

(2022) 

５ 

 

(2023) 

６ 

 

(2024) 

小学校 ▲ ○ ○    ○  

中学校  ▲ ○ ○    ○ 

※ ○は、直近の検定で合格した教科用図書の初めての採択が行われる年度。 

※ ▲は、「特別の教科 道徳」の教科用図書の初めての採択が行われた年度。 

※ 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書（一般図書）は毎年度採択を行う。 

※ 太線以降は、新学習指導要領の教育課程の実施に伴う教科用図書の採択が行われる年度。 

 

 

４年間継続 

   ４年間継続 
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（５）採択地区 

   東京都特別区においては、各区単位で設置されているため、板橋区は単独採択地区となる。 

（６）教科書展示会 

ア 場所 

   ① 板橋区教科書センター（区役所南館６階 板橋区教育支援センター内） 

   ② 成増アートギャラリー 

   ③ 高島平図書館 

イ 期間 

   ① 法定展示（１４日間） 

     令和５年６月１６日（金）～６月２９日（木） 

   ② 特別展示（１０日間）【東京都】・・・法定展示の前に実施 

     令和５年６月６日（火）～６月１５日（木） 

    ※ 教科書センターは、期間中無休で９時～１７時開催 

    ※ 成増アートギャラリーは、期間中第３月曜日は休みで１０時～１７時開催 

    ※ 高島平図書館は、６月１２日（月）～６月１６日（金）の１０時～１７時開催 

  ウ 区民アンケート 

    教科書展示会場において、教科書についての区民アンケートを実施。 

 

２ 板橋区教科用図書審議会 

（１）任務 

   板橋区立学校で使用する教科用図書の採択に関して、板橋区教育委員会からの諮問に応じて、

教科用図書調査委員会及び学校並びに区民から報告された資料を学習指導要領及び研究資料

に基づいて検討する。 

（２）委員の構成 

   以下のとおり１２人以内とする。 

  ア 教育に関し学識経験を有する者            ２人以内 

  イ 学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び地域の代表者 ４人以内 

  ウ 学校の校長及び副校長                ６人以内 

（３）委員の任期 

   委嘱又は任命の日から令和５年８月３１日（木）まで 

（４）所掌事務 

  次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じて審議し、答申する。 

ア 採択基準の作成 

  イ 調査研究の方針及び方法 

  ウ 教科用図書の検討及びその結果 

  エ その他採択に関し必要な事項 
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３ 教科用図書調査委員会 

（１）任務 

   板橋区教科用図書審議会の定める調査研究の方針及び方法等に基づいた調査依頼を受け、教

科用図書を調査研究し、その結果を板橋区教科用図書審議会に報告する。 

（２）委員の構成 

   学校園の校長、園長、副校長、副園長及び教諭（主幹教諭、指導教諭、主任教諭、主幹養護

教諭、主任養護教諭及び養護教諭を含む。）並びに板橋区立幼稚園の園長、副園長及び教諭のう

ちから７人以内とする。ただし、特別支援学級は１３人以内とする。 

（３）委員の任期 

   任命の日から令和５年８月３１日（木）まで 

 

４ 検定済教科用図書学校調査研究 

（１）役割 

板橋区教科用図書審議会の定める調査研究の方針及び方法等に基づき、学校で検定済教科用

図書を調査研究し、その結果を板橋区教科用図書審議会に報告する。 

（２）実施校（５２校） 

   板橋区立小学校全校 

（３）実施期間（１８日間） 

令和５年６月６日（火）～６月２３日（金） 

 

５ 特別支援学級使用教科用図書学校調査研究 

（１）役割 

   板橋区教科用図書審議会の定める調査研究の方針及び方法等に基づき、学校で教科用図書を

調査研究し、その結果を板橋区教科用図書審議会に報告する 

調査研究に当たっては、学習指導要領の各教科の目標等を踏まえ、児童・生徒の障がいの状

態や特性等を考慮し、検討する。 

（２）実施校（２０校） 

   小学校１２校、中学校８校。 

（３）実施期間（２６日間） 

   令和５年５月２９日（月）～６月２３日（金） 



 

 

板橋区教育委員会における教科用図書採択の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教科書目録の送付 

・指導、助言、援助 

教科書目録

の送付 

書目の届出 

見本本送付 

東京都教育委員会 

（都立学校採択） 

 

教科用図書審議会 

区立学校 

特別支援学級使用 

教科用図書 

板橋区教育委員会 

意見・感想 

答申 諮問 

調査依頼 報告 

文部科学大臣 

区民アンケート 

（集計・報告） 
教科書センター 

成増ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘ 

高島平図書館 

 

区立学校 

（検定済教科用図書） 

報告 調査依頼 

発行者 

教科書展示会開催 

 

区  民 

(集計・報告依頼) 

資料１ 

 

 

教科用図書 

調査委員会 

調査依頼 

報告 
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○東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則 

平成12年１月17日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

改正 

平成13年４月16日教育委員会規則第15号 

平成15年５月27日教育委員会規則第５号 

平成19年３月30日教育委員会規則第11号 

平成20年12月26日教育委員会規則第29号 

平成29年２月15日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

令和５年２月10日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、板橋区立小学校、中学校及び特別支援学校（以下「学校」という。）におい

て使用する教科用図書について、東京都板橋区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が適

正かつ公正な採択を行うために、必要な事項を定めるものとする。 

一部改正〔平成19年教委規則11号・29年１号〕 

（採択の基本方針） 

第２条 教育委員会は、採択にあたり、教科用図書についての調査研究が十分行われるように配慮

し、その成果を活用するよう努めるものとする。 

一部改正〔平成29年教委規則１号〕 

（教科用図書審議会） 

第３条 教育委員会は、前条に規定する調査研究を行うため、板橋区教科用図書審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次の各号に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じて審議し、答申する。 

(１) 採択基準の作成 

(２) 調査研究の方針及び方法 

(３) 教科用図書の検討及びその結果 

(４) その他採択に関し必要な事項 

３ 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する委員12人以内をも

って組織する。 

(１) 教育に関し学識経験を有する者 ２人以内 

資料２ 
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(２) 学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び地域の代表者 ４人以内 

(３) 学校の校長及び副校長 ６人以内 

一部改正〔平成13年教委規則15号・20年29号・29年１号〕 

（教科用図書調査委員会） 

第４条 教科用図書の調査研究を専門的に行うため、審議会に教科用図書調査委員会（以下「調査

委員会」という。）を各教科等ごとに置く。 

２ 調査委員会は、学校園の校長、園長、副校長、副園長及び教諭（主幹教諭、指導教諭、主任教

諭、主幹養護教諭、主任養護教諭及び養護教諭を含む。以下この項において同じ。）並びに板橋

区立幼稚園の園長、副園長及び教諭のうちから、教育委員会が任命する委員７人以内をもって組

織する。ただし、教科等の事情によりこれにより難いと認められる場合は、別に委員数を定める

ことができる。 

一部改正〔平成13年教委規則15号・20年29号・29年１号〕 

（任期） 

第５条 審議会委員及び調査委員会委員の任期は、それぞれ委嘱又は任命の日から最初の８月31日

までとする。 

一部改正〔平成15年教委規則５号〕 

（欠格条項） 

第６条 次の各号に掲げる者は、審議会委員及び調査委員会委員になることができない。 

(１) 教科用図書の発行者の役員若しくは従業員又はこれらの配偶者若しくは三親等内の親族 

(２) 顧問、参与、嘱託その他いかなる名称によるかを問わず、事実上教科用図書発行者の事業

の運営に重要な影響力を有している者 

(３) 採択の対象となっている教科用図書又は教師用指導書の著作者又は編集者（個別に意見聴

取を受けるなど、事実上著作若しくは編集に参加し、又は協力した者を含む。） 

(４) 前号の著作者又は編集者が団体である場合は、当該団体の役員又はこれに準ずる者 

(５) 教科用図書の供給の事業を行う者又はこれに準ずる者 

(６) 特定の教科用図書が採択されることに直接の利害関係を有する者又は一若しくは二以上の

特定の教科用図書が採択されないことに直接の利害関係を有する者 

(７) 前各号に掲げる者と実質的に同視される者 

追加〔平成29年教委規則１号〕 

（守秘義務） 
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第７条 審議会委員及び調査委員会委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

追加〔平成29年教委規則１号〕 

（解嘱等） 

第８条 教育委員会は、審議会委員及び調査委員会委員が次の各号のいずれかに該当するときは、

任期の途中であっても解嘱又は解任することができる。 

(１) 病気その他の理由により職務の遂行ができなくなったとき。 

(２) 委員としてふさわしくない行為があったとき。 

(３) 教育委員会が解嘱又は解任の必要があると認めたとき。 

追加〔平成29年教委規則１号〕 

（公正の確保） 

第９条 教科用図書審議会及び調査委員会の委員名並びに審議及び調査内容は、教科用図書採択終

了時まで、非公開とする。 

２ 教育委員会は、教科用図書採択の公正を期するため、必要な措置を講ずるものとする。 

一部改正〔平成29年教委規則１号〕 

（委任） 

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

一部改正〔平成29年教委規則１号〕 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第３条第３項の規定にかかわらず、平成13年度に置く審議会の委員数については、14人以内と

する。この場合において、同項第３号中「６人以内」とあるのは「８人以内」とする。 

付 則（平成13年４月16日教育委員会規則第15号） 

この規則は、平成13年４月16日から施行する。 

付 則（平成15年５月27日教育委員会規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成19年３月30日教育委員会規則第11号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

付 則（平成20年12月26日教育委員会規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成20年４月１日に遡って適用する。 
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付 則（平成29年２月15日東京都板橋区教育委員会規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（令和５年２月10日東京都板橋区教育委員会規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

東京都板橋区立学校教科用図書採択事務実施要領 

（目的） 

第１条 この要領は、東京都板橋区立学校教科用図書採択事務規則（平成１２年板橋区教育委員会

規則第１号。以下「採択規則」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（教科用図書審議会） 

第２条 板橋区教科用図書審議会（以下「審議会」という）は、教科用図書調査委員会及び学校並

びに区民から報告された資料を学習指導要領及び研究資料に基づいて検討する。 

（審議会の運営） 

第３条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員が互選する。 

２ 会長は、審議会を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 審議会は、板橋区教育委員会（以下「教育委員会」という。）が招集する。 

５ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができず、議事は出席委員の過半数

で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

６ 採択規則又はこの要領に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、審議会において協

議し、決定するものとする。 

（教科用図書調査委員会） 

第４条 採択規則第４条第１項に定める各教科等ごとに置く教科用図書調査委員会（以下「調査委

員会」という。）及び同条第２項に定める委員の数は、「別表」のとおりとする。 

（調査委員会の運営） 

第５条 調査委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、それぞれ委員が互選する。 

２ 委員長は、調査委員会の運営を総括し、副委員長は委員長を補佐する。 

３ 調査委員会は、教育委員会が招集する。 

４ 調査委員会は、審議会の定める調査研究の方針及び方法等に基づき、教科用図書を調査研究し、

その結果を審議会に報告する。 

（委員の責務） 

第６条 審議会委員及び調査委員会委員は、就任するに当たり就任承諾書（別記様式）を、教育委

員会に提出しなければならない。 

（公正の確保） 

第７条 板橋区教育委員会教育長（以下「教育長」という。）は、教科用図書採択の公正を期するた

め、文部科学省及び東京都教育委員会の通知等に則り、必要と認める措置を採択を行う年ごとに

講ずるものとする。 

第８条 教育長は、公正かつ適正な教科用図書の採択を行うために、採択結果の公表その他必要な

措置を講ずるものとする。 

   付 則 

 この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要領の一部改正は、平成１３年４月１６日から施行する。 

   付 則 

 この要領の一部改正は、平成２１年４月１６日から施行する。 

資料３ 



 

付 則  

この要領の一部改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則  

この要領の一部改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

別 表 
 

 

教  科  等 
 

 

委 員 数  
 

 

 小学校国語（書写含む。） 
 

 

７人以内 
 

 

 小学校社会（地図含む。） 
 

 

７人以内  
 

小学校算数 ７人以内 

 

 小学校理科 
 

 

７人以内  
 

 

 小学校生活 
 

 

７人以内  
 

 

 小学校音楽 
 

 

７人以内  
 

 

 小学校図画工作 
 

 

７人以内  
 

 

 小学校家庭 
 

 

７人以内  
 

 

 小学校保健 
 

 

７人以内  
 

 小学校道徳 ７人以内 

 小学校英語 ７人以内 
 

 中学校国語（書写含む。） 
 

 

７人以内  
 

中学校社会（地理、歴史、公民各分野。地図含む。） １７人以内 

中学校数学 ７人以内 

 

 中学校理科 
 

 

７人以内  
 

 

 中学校音楽（器楽含む。） 
 

 

７人以内  
 

 

 中学校美術 
 

 

７人以内  
 

 

 中学校保健体育 
 

 

７人以内  
 

 

 中学校技術・家庭 
 

 

  １０人以内 
 

 中学校道徳 ７人以内 
 

 中学校英語 
 

 

７人以内  
 

 

 特別支援学級 
 

 

  １３人以内 
 

 

 

 

 

 



 

別記様式 

承 諾 書 

 

板橋区教科用図書審議会（又は教科用図書調査委員会）委員に就任するにあたり、下

記の事項を了承・確認のうえ、委員に就任することを承諾します。 

 

      年  月  日 

  板 橋 区 教 育 委 員 会  様 

                    住   所 

                    氏   名 

 

                   記 

１ 教科用図書の採択に関する法令及び板橋区教育委員会規則等の規定を遵守します。 

２ 公正確保のための板橋区教育委員会の指示等を遵守します。 

３ 教科用図書採択終了時まで、教科用図書審議会又は教科用図書調査委員会の委員に

就いていることについては、他に漏らしません。 

４ 職務上知り得た秘密を、在職中及び退職後についても他に漏らしません。 

５ 教科用図書の採択に関し、次の各号のいずれにも該当しません。 

（１） 教科用図書の発行者の役員若しくは従業員又はこれらの配偶者若しくは三親等

内の親族 

（２） 顧問、参与、嘱託その他いかなる名称によるかを問わず、事実上教科用図書発

行者の事業の運営に重要な影響力を有している者 

（３） 採択の対象となっている教科用図書又は教師用指導書の著作者又は編集者（個

別に意見聴取を受けるなど、事実上著作若しくは編集に参加し、又は協力した者

を含む。） 

（４） 前号の著作者又は編集者が団体である場合は、当該団体の役員又はこれに準ず

る者 

（５） 教科用図書の供給の事業を行う者又はこれに準ずる者 

（６） 特定の教科用図書が採択されることに直接の利害関係を有する者又は一若しく

は二以上の特定の教科用図書が採択されないことに直接の利害関係を有する者 

（７） 前各号に掲げる者と実質的に同視される者 
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4月 5月 6月 7月 8月

1 土 土

2 日 日

3 祝 土
教育委員会
（採択）

4 祝 日

5 祝 土

6 土
特別展示開始

検定済学校調査研究開始 日

7 日 第4回審議会

8 土 土

9 日 日

10 土

11 日 祝

12 土

13
教育委員会

（審議会へ諮問） 土
教育委員会
（答申） 日

14 日

15 土 特別展示終了 土

16 日
法定展示開始
第2回審議会

日

17 土 祝

18 日

19
調査委員会
調査研究終了 土

20 第1回審議会 土 日

21 日

22 土 土

23 日 検定済学校調査研究終了
特支学級学校調査研究終了 日

24 土

25 日

26 第3回審議会 土

27 調査委員任命
（調査研究開始） 土

教育委員会
（採択） 日

28 日

29 土
特支学級

学校調査研究開始 法定展示終了 土

30 日 日

31

★教科書展示は、教科書センター（教育支援センター内）、成増アートギャラリー及び高島平図書館で実施。

令和５年度　教科用図書採択事務スケジュール（予定）
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月日 教育委員会
教科用図書

審議会
教科用図書
調査委員会

検定済教科用図書
学校調査研究

特別支援学級使用
教科用図書

学校調査研究
教科書展示

４月

R5.4.13 （教育委員会）〔諮問〕

R5.4.20 第１回審議会

（諮問）
   （調査指示）

R5.4.27 （教育委員会）
〔調査委員任命〕

調査委員会

５月

R5.5.19 調査研究終了（報告）

R5.5.29 調査研究開始

６月

R5.6.6 調査研究開始 特別展示開始

　　      (10日間)

R5.6.16 第２回審議会 法定展示開始

（審議）
　　　 　(14日間）

R5.6.23 調査研究終了（報告） 調査研究終了

R5.6.26 第３回審議会
（報告）

R5.6.29
（審議）

展示終了

（区民意見集約）

７月

R5.7.7 第４回審議会

R5.7.13 （教育委員会）〔答申〕
（審議・答申）

R5.7.27 （教育委員会）（採択）

８月

R5.8.3 （教育委員会）（採択）

R5.8.31 東京都報告期限

令和５年度教科用図書採択事務フロー

教科書展示期間中（6/6～6/29）は

教科書センター　無休　9:00～17:00

成増アートギャラリー　第3月休　10:00～17:00

高島平図書館（6/12～16のみ開催）　10:00～17:00


